
事
例
１（
記
載
例
）

事
例
１（
記
載
例
）
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○
○
○

税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 94

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届

出

延
納
の
受

　
取

　
場

　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

30

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

31

32

33

34

35

42

43

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44×2.1％）

（46－47－48－49）

（50－51）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･

50･

52
又
は
53
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

整

　
理

　
欄

区
分
異
動
名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日

Ｔ市○○町８－５

Ｆ市△△町7－3－14

昭和

株式会社　○○商事

給料・賞与 6

380 000

△△△－○○○－××××

43 5 1

580 000 50 000 50 000

700 000 4 930 000 1 690 000 231 200

東京　　太郎
トウキョウ　タロウ

7

630,000

Ｔ市○○町８－５

Ｆ市△△町7－3－14

昭和

株式会社　○○商事

給料・賞与 6

380 000

△△△－○○○－××××

43 5 1

580 000 50 000 50 000

700 000 4 930 000 1 690 000 231 200

東京　　太郎
トウキョウ　タロウ

7

630,000

その他住 民 税

令和

所得の種類 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額

整理
番号

収 入 金 額 源泉徴収税額

他都道府県の事務所等

所得
金額

寡婦

死別
離婚

生死不明
未 帰 還

非 課 税 所 得 な ど 損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号
住 所

氏 名
フリ ガナ

円

円円円

円

事業用資産の譲渡損失など

第
二
表

円

保 険 料 等 の 種 類 支払保険料等の計 うち年末調整等以外

新 生 命 保 険 料

旧 生 命 保 険 料

新個人年金保険料

旧個人年金保険料

介 護 医 療 保 険 料

円円

損害を受けた資産の種類など

・ ・
円円円源泉徴収税額の合計額

種 目

ひとり親
勤労学生

年調以外かつ
専修学校等

障害者
特別
障害者

特例適用
条 文 等

非上場株式の
少額配当等

給与、公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法

障 害 者

特個国外障 特障

続柄氏 名 生 年 月 日

・ ・
明･大
昭･平

個 人 番 号

上記の配偶者・親族・事業専従者
のうち別居の者の氏名・住所

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

円

事業専従者の氏名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日 従事月数･程度･仕事の内容
円明･大

昭･平 ・ ・

年調

国外居住 住宅特親

地 震 保 険 料

旧長期損害保険料

円円

円円

明･大
昭･平 ・ ・

別居

特個障 特障 年調
万円

別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

特個障 特障 年調 別居

同一

16

16

16

16

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

・ ・
明･大
昭･平･令

非居住者
の 特 例

配当割額
控 除 額

株式等譲渡
所得割額控除額

寄附先の
名 称 等

寄附金
円

国外

障 害 者

障 特障

続柄 生 年 月 日
明･大
昭･平

個 人 番 号

寡婦・ ・
円

税理士署名・電話番号

（ － － ）

調整

所 得 税 及 び
復興特別所得税年分の の 申告書

○ 所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）
給与などの支払者の｢名称｣
及び｢法人番号又は所在地｣等

円 円

所得の種類

49

社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

⑬⑭

⑮
生
命
保
険
料
控
除

⑯
料
控
除

地
震
保
険

本人に関
する事項
（⑰～⑳）

○ 雑損控除に関する事項(㉗)
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

損害金額
保険金などで
補塡される
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支出の金額

○ 寄附金控除に関する事項(㉙)

○ 配偶者や親族に関する事項（⑳～㉔､35､40）

配偶者

○ 事業専従者に関する事項（58）
専従者給与(控除)額

○ 住民税・事業税に関する事項

住
民
税

事
業
税

円 円 円 円
特別徴収 自分で納付

都道府県､市区町村
への寄附

（特例控除対象）
円 円 円 円

退職所得のある配偶者・親族の氏名 退職所得を除く所得金額 その他 寡婦・ひとり親

ひとり親

月
日開始・廃止前年中の

開（廃）業
番
号

氏
名

住
所

氏
名

給
与

税理士法書面提出
30条 33条の2

○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項（⑪）

共同募金､日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

管
理

区
分

一連
番号

法 項 号

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄

申告
区分
特例適
用条文

申告等
年月日 年 月 日

条
の の

所得
種類
申告
期限 年 月 日

補
完

〇
こ
の
申
告
書
は
、
二
枚
目
が
控
用
（
複
写
式
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
令
和
八
年
分
か
ら
控
用
（
複
写
式
）
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

給与

東京　花子 △△△△ ○ ○ ○ ○××××

給料

2 16

3 3 0 0 1

F市△△町7-3-1

8

源泉徴収分

源泉徴収分

源泉徴収分

　提出先、提出年月日などを書い
てください。
　空白部分には「確定」と書いて
ください。 

第二表を作成します。

第三表⑫欄へ（12ページ）

　確定申告書の提出に当たり、源泉徴収票の添付は不要です。
※　税務署等で確定申告書等を作成する場合には、源泉徴収票が必要ですので、忘れずにお持
ちください。

　第一表の 収入金額等 と 所得金額等 の箇所を書きます。

○　作成に当たっては、「令和７年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
の７ページから１４ページも併せてご覧ください。 

○　作成に当たっては、「令和７年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
の６ページ及び15ページも併せてご覧ください。

申告書第二表

　申告の種類を表示します。
　土地や建物の譲渡所得がある方
は、「分離」を「○」で囲みます。
　あなたが青色申告者の場合は、
「青色」も「○」で囲みます。

　住所、マイナンバー（個人番
号）、氏名などを書いてください。
　なお、生年月日の元号は、次の
該当する番号を書いてください。

※　住所地以外の居所・事業所等の所在地
を所轄する税務署に申告される方は、
「現在の住所又は居所・事業所等」欄
の当てはまる文字を「○」で囲み、その所
在地を上段に、住所を下段に書いてくだ
さい。
　　なお、住所地以外で申告をする場合、
「郵便番号」欄は、上段に書いた所在地
の郵便番号を書いてください。
　また、令和８年１月１日現在の
住所を書いてください。

明治1、大正2、昭和3、平成4、令和5

 収入金額等  所得金額等
　事業所得、不動産所得がある方
は、「収支内訳書」（青色申告の方
は、「青色申告決算書」）に基づいて
書いてください。
 給与所得
　給与所得の金額は、30ページの
「３⑴ 給与所得金額の計算表」で
求めることができます。
　なお、この事例のように給与等
の収入金額が年末調整を受けたも
のだけであり、かつ、所得金額調
整控除（30ページ）の②に該当しな
い場合には、「給与所得の源泉徴収
票」から右のように転記できます。
※　「給与所得者の特定支出控除」を受
ける方は、国税庁ホームページの
タックスアンサー「No.1415　給与所
得者の特定支出控除」を参照してく
ださい。

 公的年金等の雑所得
　公的年金等の雑所得がある場合
には、「令和７年分所得税及び復興
特別所得税の確定申告の手引き」
の11ページから12ページでその金
額を求めることができます。

　空白部分、住所、氏名などを書
いてください。

◯ 「社会保険料控除」欄など
　第一表の⑬欄から㉕欄までの全て
の金額が、年末調整を受けた金額と
同じ場合、第二表の各所得控除の該
当欄は、記入を省略できます。
　この事例では、配偶者（特別）
控除、基礎控除の金額が、年末調
整を受けた金額と異なりますの
で、第二表の各所得控除の該当欄
の記入は省略できません。この場
合、社会保険料控除、生命保険料
控除、地震保険料控除の該当欄に
「源泉徴収分」と書きます。
　なお、年末調整を受けた金額と
異なる場合は、あなたが支払った
り、あなたの給与などから差し引
かれたりした保険料や掛金の金額
を書いてください（旧生命保険料
に係る１契約９千円以下のもの等
を除き、支払をした旨を証する書
類を添付又は提示する必要があり
ます。詳しくは、「令和７年分所得
税及び復興特別所得税の確定申告
の手引き」の41ページを参照して
ください。）。
 ⑬ 社会保険料控除
　あなたや生計を一にする配偶者その
他の親族が負担することになっている
健康保険料、国民健康保険料（税）、
国民年金保険料及び国民年金基金の掛
金、後期高齢者医療保険料、介護保険
料などで、あなたが支払ったり、あな
たの給与などから差し引かれたりした
社会保険料の金額を書きます。
 ⑮ 生命保険料控除
　新（旧）生命保険や介護医療保険、
新（旧）個人年金保険について、あな
たが支払った保険料（いわゆる契約
者配当金を除きます。）がある場合
に、新（旧）生命保険料、介護医療保
険料、新（旧）個人年金保険料の別
に、その合計額を書きます。
 ⑯ 地震保険料控除
　損害保険契約等について、あなたが
支払った地震等損害部分の保険料（い
わゆる契約者配当金を除きます。）があ
る場合に、地震保険料と旧長期損害保
険料の別に、その合計額を書きます。

　この事例では、あなた（土地
を売却された方）の合計所得金
額が1,000万円を超えているた
め、「配偶者（特別）控除」（10
ページ参照）の適用ができませ
んが、配偶者が、同一生計配偶者
に該当するので、この欄を記入
してください。詳しくは、「令和
７年分所得税及び復興特別所得
税の確定申告の手引き」の19
ページから20ページを参照して
ください。

第一表49欄へ
（13ページ）

申告書第一表（上部）

❷ ❸

◯　住民税・事業税に関する事項
　給与所得者が給与所得及び公的
年金等に係る所得以外（令和８年
４月１日において６５歳未満の方は
給与所得以外）の所得に対する住
民税を、給与から差し引くことを
希望する場合は、この欄の「特別
徴収」の　に○を記入し、また、
給与から差し引かないで別に納付
することを希望する場合は「自分
で納付」の　に○を記入してくだ
さい。

　　合計所得金額とは・・・
　第一表の所得金額等「⑫合計」欄の金額に、申告分離課税の所得金額（土
地や建物などに係る譲渡所得は特別控除前の金額）、山林所得金額及び退
職所得金額を加算した金額をいいます（11ページ参照）。ただし、純損失
や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控
除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失
の繰越控除、特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金
等決済に係る損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金
額をいいます。

　確定申告書には、マイナンバー（個人番
号）を記入する必要があります。
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税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 94

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届

出

延
納
の
受

　
取

　
場

　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

30

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

31

32

33

34

35

42

43

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44×2.1％）

（46－47－48－49）

（50－51）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･

50･

52
又
は
53
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

整

　
理

　
欄

区
分
異
動
名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日

Ｔ市○○町８－５

Ｆ市△△町7－3－14

昭和

株式会社　○○商事

給料・賞与 6

380 000

△△△－○○○－××××

43 5 1

580 000 50 000 50 000

700 000 4 930 000 1 690 000 231 200

東京　　太郎
トウキョウ　タロウ

7

630,000

Ｔ市○○町８－５

Ｆ市△△町7－3－14

昭和

株式会社　○○商事

給料・賞与 6

380 000

△△△－○○○－××××

41 5 1

580 000 50 000 50 000

700 000 4 930 000 1 540 000 255 700

東京　　太郎
トウキョウ　タロウ

５

630,000

1　譲渡（売却）された土地・建物について記載してください。

名簿番号

地・建物を譲渡（売却）さ（1）どこの土

（2）どのような土

（3）どなたに譲渡（売却）さ

1 回 目 2 回 目 3 回 目

（4）いくらで譲渡（売却）さ

2　面 3　面

れましたか。

所在地番

（住居表示）

住　所
（所在地）

氏　名
（名　称）

【参考事項】

代 金 の

受領状況

お 売 り に な っ た
理　　　　　　　 由

年　 月 　日 年　 月 　日 年　 月 　日

未 収 金　   

年　月　日（予定）

職　業
（業　種）

利　用　状　況

あ な た の 持 分
共　有　者　の　住　所　・　氏　名

①　　譲　渡　価　額

共 有 者 の 持 分
土　地 建　物 土　地 建　物

売 買 契 約 日

引 き 渡 し た 日

年　 月　 日

年　 月　 日

円

円円円円

□宅　地　  □　田　
□山　林  　□　畑　
□雑種地  　□借地権
□その他（ 　　　　　 ）

□　自己の居住用
　　居住期間
　　　　 年 　月～　　 年 　月
□　自己の事業用
□　貸付用
□　未利用
□　その他（　　　　　　　　　）

□　買主から頼まれたため
□　他の資産を購入するため
□　事業資金を捻出するため

□居　宅　  □マンション
□店　舗　  □事務所
□その他
　（ 　　　　　　　　   ）

所　

在　

地

土　

地

建　

物

買　
　

主

地・建物をいつ譲渡（売却）されましたか。

れましたか。 れましたか。

○ 次の欄は、譲渡（売却）された土地・建物が共有の場合に記載してください。

（住所）　　　　　　　　　　　   （氏名）

（住所）　　　　　　　　　　　   （氏名）

（実測） ㎡

㎡

㎡

（公簿等）

□　借入金を返済するため
□　その他
　　（　　　　　　　　　　　　　 ）

住 　 所 （ 所 在 地 ） 氏 　 名 （ 名 　 称 ）

2　譲渡（売却）された土地・建物の購入（建築）代金などについて記載してください。

3　譲渡（売却）するために支払った費用について記載してください。

4　譲渡所得金額の計算をします。

れた土地・建物は、どなたから、いつ、（1）譲渡（売却）さ いくらで購入（建築）されましたか。

物の償却費相当額を計算（2）建 します。

□ 標 準
円 0.9 × × 　　　  　 ×　　　　　  ＝　　　　　　 　 円

建物の購入・建築価額（ロ） 償却率 経過年数 償却費相当額（ハ） （イ）＋（ロ）－（ハ）

得費を計算します。（3）取

購入　　 価額の内訳建築
購入　　 年月日建築

購 入 （ 建 築 ） 先 ・ 支 払 先

支　　　　払　　　　先

建　　  物

建物の構造

費 用 の 種 類

仲 介 手 数 料

収 入 印 紙 代

土　　  地 ・　 ・

・　 ・

・　 ・

小　　計 （イ）

（ロ）小　　計

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

購入・建築代金
又は譲渡価額の5％

□木造 □木骨モルタル □（鉄骨）鉄筋 □金属造 □その他

円

円

円

円

円

円

円

円

円

・　 ・ 円

・　 ・ 円

・　 ・ 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

※  土地や建物の取得の際に支払った仲介手数料や非業務用資産に係る登記費用などが含まれます。

※　「譲渡所得の申告のしかた」を参照してください。なお、建物の標準的な建築価額による建物の取得価額の計算をしたものは、
「□標準」に□してください。
※　非業務用建物（居住用）の（ハ）の額は、（ロ）の価額の95％を限度とします（償却率は1面をご覧ください。）。

※  修繕費、固定資産税などは譲渡費用にはなりません。

※  ここで計算した内容（交換・買換え（代替）の特例の適用を受ける場合は、4 面の「6」で計算した内容）を「申告書第三
。すまし記転に」）用税課離分（  表

②
取得費

③
 譲渡費用

住 　 所 （ 所 在 地 ）

区分

短 期
・
長 期

所・措・震
条
の

所・措・震
条
の

所・措・震
条
の

短 期
・
長 期
短 期
・
長 期

特例適用
条　　文

Ａ 収入金額
（①）

Ｂ 必要経費
（②＋③）

Ｃ 差引金額
（A－B）

E 譲渡所得金額
（C－D）D 特別控除額

氏 　 名 （ 名 　 称 ）
支払年月日

整理欄

支 払 金 額

（ ）

 「相続税の取得費加算の特例」や「保証債務の特例」の適用を受ける場合などの記載方法
○　「相続税の取得費加算の特例」の適用を受けるときは、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」（※）で
計算した金額を3面の「2」の「②取得費」欄の上段に「○相×××円」と二段書きで記載してください。

○　「保証債務の特例」の適用を受けるときは、「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書（確定申告書付表）」
（※）で計算した金額を3面の「4」の「Ｂ必要経費」欄の上段に「○保×××円」と二段書きで記載してください。
○　4 面を記載される方で、「相続税の取得費加算の特例」や「保証債務の特例」の適用を受ける場合には、税務署に記載方
法をご確認ください。

○　配偶者居住権の目的となっている建物又はその敷地の譲渡など一定の場合は、「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る
取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》」（※）で計算した金額を3面の「2」の「②取得費」欄に転記してください。

※　これらの様式は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】からダウンロードできます。

1　譲渡（売却）された土地・建物について記載してください。

名簿番号

地・建物を譲渡（売却）さ（1）どこの土

（2）どのような土

（3）どなたに譲渡（売却）さ

1 回 目 2 回 目 3 回 目

（4）いくらで譲渡（売却）さ

2　面 3　面

れましたか。

所在地番

（住居表示）

住　所
（所在地）

氏　名
（名　称）

【参考事項】

代 金 の

受領状況

お 売 り に な っ た
理　　　　　　　 由

年　 月 　日 年　 月 　日 年　 月 　日

未 収 金　   

年　月　日（予定）

職　業
（業　種）

利　用　状　況

あ な た の 持 分
共　有　者　の　住　所　・　氏　名

①　　譲　渡　価　額

共 有 者 の 持 分
土　地 建　物 土　地 建　物

売 買 契 約 日

引 き 渡 し た 日

年　 月　 日

年　 月　 日

円

円円円円

□宅　地　  □　田　
□山　林  　□　畑　
□雑種地  　□借地権
□その他（ 　　　　　 ）

□　自己の居住用
　　居住期間
　　　　 年 　月～　　 年 　月
□　自己の事業用
□　貸付用
□　未利用
□　その他（　　　　　　　　　）

□　買主から頼まれたため
□　他の資産を購入するため
□　事業資金を捻出するため

□居　宅　  □マンション
□店　舗　  □事務所
□その他
　（ 　　　　　　　　   ）

所　

在　

地

土　

地

建　

物

買　
　

主

地・建物をいつ譲渡（売却）されましたか。

れましたか。 れましたか。

○ 次の欄は、譲渡（売却）された土地・建物が共有の場合に記載してください。

（住所）　　　　　　　　　　　   （氏名）

（住所）　　　　　　　　　　　   （氏名）

（実測） ㎡

㎡

㎡

（公簿等）

□　借入金を返済するため
□　その他
　　（　　　　　　　　　　　　　 ）

住 　 所 （ 所 在 地 ） 氏 　 名 （ 名 　 称 ）

2　譲渡（売却）された土地・建物の購入（建築）代金などについて記載してください。

3　譲渡（売却）するために支払った費用について記載してください。

4　譲渡所得金額の計算をします。

れた土地・建物は、どなたから、いつ、（1）譲渡（売却）さ いくらで購入（建築）されましたか。

物の償却費相当額を計算（2）建 します。

□ 標 準
円 0.9 × × 　　　  　 ×　　　　　  ＝　　　　　　 　 円

建物の購入・建築価額（ロ） 償却率 経過年数 償却費相当額（ハ） （イ）＋（ロ）－（ハ）

得費を計算します。（3）取

購入　　 価額の内訳建築
購入　　 年月日建築

購 入 （ 建 築 ） 先 ・ 支 払 先

支　　　　払　　　　先

建　　  物

建物の構造

費 用 の 種 類

仲 介 手 数 料

収 入 印 紙 代

土　　  地 ・　 ・

・　 ・

・　 ・

小　　計 （イ）

（ロ）小　　計

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

購入・建築代金
又は譲渡価額の5％

□木造 □木骨モルタル □（鉄骨）鉄筋 □金属造 □その他

円

円

円

円

円

円

円

円

円

・　 ・ 円

・　 ・ 円

・　 ・ 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

※  土地や建物の取得の際に支払った仲介手数料や非業務用資産に係る登記費用などが含まれます。

※　「譲渡所得の申告のしかた」を参照してください。なお、建物の標準的な建築価額による建物の取得価額の計算をしたものは、
「□標準」に□してください。
※　非業務用建物（居住用）の（ハ）の額は、（ロ）の価額の95％を限度とします（償却率は1面をご覧ください。）。

※  修繕費、固定資産税などは譲渡費用にはなりません。

※  ここで計算した内容（交換・買換え（代替）の特例の適用を受ける場合は、4 面の「6」で計算した内容）を「申告書第三
。すまし記転に」）用税課離分（  表

②
取得費

③
 譲渡費用

住 　 所 （ 所 在 地 ）

区分

短 期
・
長 期

所・措・震
条
の

所・措・震
条
の

所・措・震
条
の

短 期
・
長 期
短 期
・
長 期

特例適用
条　　文

Ａ 収入金額
（①）

Ｂ 必要経費
（②＋③）

Ｃ 差引金額
（A－B）

E 譲渡所得金額
（C－D）D 特別控除額

氏 　 名 （ 名 　 称 ）
支払年月日

整理欄

支 払 金 額

（ ）

 「相続税の取得費加算の特例」や「保証債務の特例」の適用を受ける場合などの記載方法
○　「相続税の取得費加算の特例」の適用を受けるときは、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」（※）で
計算した金額を3面の「2」の「②取得費」欄の上段に「○相×××円」と二段書きで記載してください。

○　「保証債務の特例」の適用を受けるときは、「保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書（確定申告書付表）」
（※）で計算した金額を3面の「4」の「Ｂ必要経費」欄の上段に「○保×××円」と二段書きで記載してください。
○　4 面を記載される方で、「相続税の取得費加算の特例」や「保証債務の特例」の適用を受ける場合には、税務署に記載方
法をご確認ください。

○　配偶者居住権の目的となっている建物又はその敷地の譲渡など一定の場合は、「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る
取得費の金額の計算明細書《確定申告書付表》」（※）で計算した金額を3面の「2」の「②取得費」欄に転記してください。

※　これらの様式は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】からダウンロードできます。

本年分の から

氏 名

住 所
屋 号

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

先 物 取 引

山 林

退 職

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

退 職

㋛
㋜
㋝
㋞
㋟
㋠
㋡
㋢
㋣
㋤
㋥
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
⑫
㉚
78
79
80
81
82
83
84
85

総合課税の合計額

所得から差し引かれる金額

⑫

6768

697071

7273

74

75

76

77

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

86 93から までの合計

差し引く繰越損失額
翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

特 例 適 用 条 文
条法 項

項

項

項

号

号

号

号

区 分 所得の生ずる場所 必 要 経 費
差引金額

特別控除額

特別控除額の合計額

○ 退職所得に関する事項

退 職 所 得 控 除 額

翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

差し引く繰越損失額

円 円 円

円

差し引く繰越損失額
本年分の から

収入金額
－必要経費

山 林

7372、 から

収 入 金 額

円

先 物 取 引

上場株式等の配当等

上場株式等の譲渡

一般株式等の譲渡

整 理
番 号

○ 上場株式等の譲渡所得等に関する事項
上場株式等の譲渡所得等の
源泉徴収税額の合計額

（単位は円）

差引金額の合計額

区 分

一 般

短 期

特 定
役 員

令和 年分の の 申告書（分離課税用）所 得 税 及 び
復興特別所得税

条
の
条
の
条
の

フリ ガナ

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

一般株式等の譲渡

上場株式等の譲渡

上場株式等の配当等

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

（申告書第一表の⑫）

（申告書第一表の㉚）

課
税
さ
れ
る
所
得
金
額

　　　　　 　

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

税

額

（申告書第一表の32に転記）

本年分の株
式
等
配
当
等

先
物
取
引

( )

74

75

一 連
番 号

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

申告等年月日

取得
期限

特例
期間

申告
区分

措 法

措 法

措 法

所 法

所 法

所 法

の

の

の

震 法

震 法

震 法

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
三
表
は
、
申
告
書
の
第
一
表
・
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄資
産

入
力

通
算

収

入

金

額

所

得

金

額

税

金

の

計

算

税

金

の

計

算

そ

の

他

第
三
表

○
こ
の
申
告
書
は
、
二
枚
目
が
控
用
（
複
写
式
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

・

○　 所得から差し引かれる金額 は、「令和７年分所得税及び復興特別所得税の確定申告
の手引き」の15ページから23ページで計算できます。

❺　第三表の分離課税の 収入金額 や 所得金額 などの箇所を書きます。

○　作成に当たっては、「譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）」から転記し
ます。

❹　第一表の 所得から差し引かれる金額 の箇所を書きます。

　「給与所得の源泉徴収票」からの転記
　この事例では、各種控除額が既に年末調整
により給与所得から控除されていますので、
該当する所得控除額を「給与所得の源泉徴収
票」から転記することができます。
※　⑬欄から㉕欄までの控除額の全てが年末調整を受け
た金額と同じ場合は、⑬欄から㉕欄までの記入を省略
し、㉖欄に「給与所得の源泉徴収票」の「所得控除の
額の合計額」欄の金額を転記することができます。

申告書第一表（左下部） 申告書第三表（分離課税用）（上部）

　この事例の場合、合計所得金額（11ページ）が１,000万円を超
えていますので、「配偶者（特別）控除」は適用できません。
　また、合計所得金額が2,500万円を超えていますので、「基礎
控除」は適用できません。

　空白部分に「確定」と書いてく
ださい。

　住所、氏名などを書いてくださ
い。
　なお、税務署から申告書が送付
された方で、印字されている住所、
氏名などに誤りがありましたら、お
手数ですが訂正をお願いします。

○　分離課税の短期・長期譲渡所
得に関する事項
 区分 
　31ページの「４ 土地や建物を売
却したときの税額の計算方法早見
表」を参照し、該当する譲渡所得
の区分を書きます。
　この事例では、長期譲渡所得の
一般分に該当しますので、「長
期・一般」と書いてください。

第三表㉚欄へ
（12ページ）

 収入金額  所得金額
　「譲渡所得の内訳書（確定申告書
付表兼計算明細書）」の３面の「４」
から転記します。
　取引が複数ある場合には、譲渡
所得の区分ごとに、その合計額を
各欄に書いてください。

〔配偶者（特別）控除額〕㉑～㉒ 配偶者（特別）控除
　あなたに生計を一にする配偶者がいる場合に、あなたと配偶者のそれ
ぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除です。
○　あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、控除を
受けられません。
○　夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
○　配偶者が、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けてい
る場合、白色申告者の事業専従者となっている場合、他の納税者の
扶養親族として扶養控除又は障害者控除の対象とされている場合
は、控除を受けられません。
○　配偶者特別控除の適用を受ける場合は、㉑～㉒欄の「区分１」
の□に「１」と記入してください。
○　「控除対象配偶者」とは、あなたと生計を一にする配偶者（青
色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色申告
者の事業専従者を除きます。）で、合計所得金額が58万円以下で
ある方のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合の
配偶者をいいます。
○　「老人控除対象配偶者」とは、控除対象配偶者のうち、昭和31年
１月１日以前に生まれた方（年齢が70歳以上の方）をいいます。

13万円
12万円
11万円
9万円
7万円
6万円
4万円
  2万円
  1万円
　  0円

26万円
24万円
21万円
18万円
14万円
11万円
8万円
  4万円
  2万円
　  0円

38万円
36万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
  6万円
  3万円
　  0円

38万円

48万円

26万円

32万円

13万円

16万円

58万円以下
（控除対象配偶者）

老人控除対象配偶者

配
偶
者
特
別
控
除

配
偶
者
控
除

控
除
の
種
類

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

あなた（居住者）の合計所得金額

900万円
以下

900万円
超

950万円
超

950万円
以下

1,000万円
以下

95万円以下
100万円以下
105万円以下
110万円以下
115万円以下
120万円以下
125万円以下
130万円以下
133万円以下

 58万円超
 95万円超
100万円超
105万円超
110万円超
115万円超
120万円超
125万円超
130万円超
133万円超

　合計所得金額（８ページ参照）
　土地や建物などに係る譲渡所得
がある場合の合計所得金額は、下
のイとロの合計額です。

イ　第一表の 所得金額等「⑫合計」欄
の金額

ロ　第三表の「　差引金額の合計額」
欄の金額（又は「譲渡所得の内訳書
（確定申告書付表兼計算明細書）」の
３面 の「４」の「C差引金額」欄の金
額の合計額）

イ ＋  ロ　＝　合計所得金額

この事例では、次のようになります。
　　（イの金額） 　（ロの金額）
  4,930,000円 ＋ 45,815,300円

＝50,745,300円（合計所得金額）

3　面

95万円
88万円
68万円
63万円
58万円
48万円
32万円
16万円

0円（適用なし）

  132万円以下
  132万円超　　  336万円以下
  336万円超　　  489万円以下
  489万円超　　  655万円以下
  655万円超　   2,350万円以下
2,350万円超　　2,400万円以下
2,400万円超　　2,450万円以下
2,450万円超　　2,500万円以下
2,500万円超

〔基礎控除額〕
控除額あなたの合計所得金額

㉓　扶養控除 、㉔　特定親族特別控除
　あなたに控除対象扶養親族や特定親族がいる場合に、それぞれ一
定の金額が控除されます。
　詳しくは、「令和７年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の
手引き」の19ページから20ページをご覧ください。
㉕　基礎控除 　
　あなたの合計所得金額に応じて適用される控除です。
○　あなたの合計所得金額が2,500万円を超えている場合は、控除を
受けられません。
○　なお、非居住者については、「令和７年分所得税及び復興特別
所得税の確定申告の手引き」の21ページをご覧ください。

1 0 1 1
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税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 94

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届

出

延
納
の
受

　
取

　
場

　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

30

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

31

32

33

34

35

42

43

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44×2.1％）

（46－47－48－49）

（50－51）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･
50･
52
又
は
53
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

整

　
理

　
欄

区
分
異
動
名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日

●
●

●

●
●

●

●

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

税

金

の

計

算

配 当 控 除
又 は 第 三 表 の 94

災 害 減 免 額

上の㉛に対する税額

平均課税対象金額

延 納 届 出 額

復興特別所得税額
（42－43）

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

申 告 納 税 額

所

得

金

額

等

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

雑

短 期

長 期

配 当

一 時

営 業 等

農 業

給与

氏 名

種類 電話
番号 － －

柄続のと主帯世名氏の主帯世号雅・号屋業職

〒 －

○＋｛（○＋○）×／｝ケ コ サ 1 2

不 動 産

利 子

配 当

雑

）（

国 出

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

基 礎 控 除

⑬から㉕までの計

雑 損 控 除

寄 附 金 控 除
合 計

配偶者

医療費控除

公的年金等

業 務

そ の 他

郵便局
名 等

預金
種類

給 与

扶 養 控 除

第３期分
の 税 額

業 務

その他

自宅･勤務先･携帯

住宅耐震改修
特別控除等

・ ・

整理
番号

合 計

申告書

営業等

農 業

公 的年金等

納税地

振替継続希望
（
単
位
は
円
）

税務署長
令和　　年　　月　　日令和 年分の の所 得 税 及 び

復興特別所得税

第
一
表

現在の
住 所
又は
居 所
事業所等
令和８年
１月１日
の 住 所

個人番号
（マイナンバー）

生年
月日

フリガナ

青 色 分 離 損 失 修 正 特 農特農の
表　示

収

入

金

額

等

修
正
申
告

そ

の

他

届

出

延
納
の
受

　
取

　
場

　
所

還
付
さ
れ
る
税
金
の

事

業

事

業

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

人
数

区
分

不動産
区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

区
分
１

区
分
２

総
合
譲
渡

区
分

⑦から⑨までの計
総 合 譲 渡 ・ 一 時

（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

小規模企業共済等掛金控除

寡婦､ひとり親控除

勤労学生、障害者控除

（特別）控除

（㉖＋㉗＋㉘＋㉙）

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

23

24

25

26

27

28

29

30

～

～

～

⑰　
 ⑱
⑲　
 ⑳
㉑　
 ㉒

31

32

33

34

35

42

43

44

45

46

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

36　
 38
39　
 41

47　
 48

～

～

～

課税される所得金額
（⑫－㉚）又は第三表

（特定増改築等）
住宅借入金
等特別控除

政党等寄附金等特別控除

差 引 所 得 税 額
32－33－34－35－36
－37－38－39－40－41

再差引所得税額（基準所得税額）

所得税及び復興特別所得税の額

外国税額控除等

修正前の第３期分の税額
（還付の場合は頭に△を記載）
第３期分の税額の増加額
公的年金等以外の
合 計 所 得 金 額

配偶者の合計所得金額

専従者給与（控除）額の合計額

青色申告特別控除額
雑所得・一時所得等の
源泉徴収税額の合計額
未納付の源泉徴収税額

本年分で差し引く繰越損失額

変動･臨時所得金額

申告期限までに納付する金額

銀行
金庫･組合
農協･漁協

本店･支店
出張所
本所･支所

口座番号
記号番号

普通 当座 貯蓄納税準備

公金受取口座登録の同意 公金受取口座の利用

（44×2.1％）

（46－47－48－49）

（50－51）

納める税金

還付される税金

（44＋45）

区
分

特定親族
特別控除

納 管

事 業

住 民

資 産

総 合

分 離

検 算

年月日

・・

受
付
印

（
令
和
七
年
分
用
）

通 信
日付印

一 連
番 号

45･

46･

50･

52
又
は
53
の
記
入
を
お
忘
れ
な
く
。

整

　
理

　
欄

区
分
異
動
名
簿

確
認

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ

年 月 日

33 0 0 1

本年分の から

氏 名

住 所
屋 号

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

先 物 取 引

山 林

退 職

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

退 職

㋛
㋜
㋝
㋞
㋟
㋠
㋡
㋢
㋣
㋤
㋥
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
⑫
㉚
78
79
80
81
82
83
84
85

総合課税の合計額

所得から差し引かれる金額

⑫

6768

697071

7273

74

75

76

77

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

86 93から までの合計

差し引く繰越損失額
翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

特 例 適 用 条 文
条法 項

項

項

項

号

号

号

号

区 分 所得の生ずる場所 必 要 経 費
差引金額

特別控除額

特別控除額の合計額

○ 退職所得に関する事項

退 職 所 得 控 除 額

翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

差し引く繰越損失額

円 円 円

円

差し引く繰越損失額
本年分の から

収入金額
－必要経費

山 林

7372、 から

収 入 金 額

円

先 物 取 引

上場株式等の配当等

上場株式等の譲渡

一般株式等の譲渡

整 理
番 号

○ 上場株式等の譲渡所得等に関する事項
上場株式等の譲渡所得等の
源泉徴収税額の合計額

（単位は円）

差引金額の合計額

区 分

一 般

短 期

特 定
役 員

令和 年分の の 申告書（分離課税用）所 得 税 及 び
復興特別所得税

条
の
条
の
条
の

フリ ガナ

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

一般株式等の譲渡

上場株式等の譲渡

上場株式等の配当等

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

（申告書第一表の⑫）

（申告書第一表の㉚）

課
税
さ
れ
る
所
得
金
額

　　　　　 　

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

税

額

（申告書第一表の32に転記）

本年分の株
式
等
配
当
等

先
物
取
引

( )

74

75

一 連
番 号

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

申告等年月日

取得
期限

特例
期間

申告
区分

措 法

措 法

措 法

所 法

所 法

所 法

の

の

の

震 法

震 法

震 法

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
三
表
は
、
申
告
書
の
第
一
表
・
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄資
産

入
力

通
算

収

入

金

額

所

得

金

額

税

金

の

計

算

税

金

の

計

算

そ

の

他

第
三
表

○
こ
の
申
告
書
は
、
二
枚
目
が
控
用
（
複
写
式
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本年分の から

氏 名

住 所
屋 号

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

先 物 取 引

山 林

退 職

一 般 分

軽 減 分

一 般 分

特 定 分

軽 課 分

退 職

㋛
㋜
㋝
㋞
㋟
㋠
㋡
㋢
㋣
㋤
㋥
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
⑫
㉚
78
79
80
81
82
83
84
85

総合課税の合計額

所得から差し引かれる金額

⑫

6768

697071

7273

74

75

76

77

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

対応分

86 93から までの合計

差し引く繰越損失額
翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

特 例 適 用 条 文
条法 項

項

項

項

号

号

号

号

区 分 所得の生ずる場所 必 要 経 費
差引金額

特別控除額

特別控除額の合計額

○ 退職所得に関する事項

退 職 所 得 控 除 額

翌年以後に繰り越される
損 失 の 金 額

差し引く繰越損失額

円 円 円

円

差し引く繰越損失額
本年分の から

収入金額
－必要経費

山 林

7372、 から

収 入 金 額

円

先 物 取 引

上場株式等の配当等

上場株式等の譲渡

一般株式等の譲渡

整 理
番 号

○ 上場株式等の譲渡所得等に関する事項
上場株式等の譲渡所得等の
源泉徴収税額の合計額

（単位は円）

差引金額の合計額

区 分

一 般

短 期

特 定
役 員

令和 年分の の 申告書（分離課税用）所 得 税 及 び
復興特別所得税

条
の
条
の
条
の

フリ ガナ

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

一般株式等の譲渡

上場株式等の譲渡

上場株式等の配当等

分

離

課

税

短
期
譲
渡

長
期
譲
渡

（申告書第一表の⑫）

（申告書第一表の㉚）

課
税
さ
れ
る
所
得
金
額

　　　　　 　

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

○ 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

税

額

（申告書第一表の32に転記）

本年分の株
式
等
配
当
等

先
物
取
引

( )

74

75

一 連
番 号

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

申告等年月日

取得
期限

特例
期間

申告
区分

措 法

措 法

措 法

所 法

所 法

所 法

の

の

の

震 法

震 法

震 法

（
令
和
七
年
分
用
）
○
第
三
表
は
、
申
告
書
の
第
一
表
・
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄資
産

入
力

通
算

収

入

金

額

所

得

金

額

税

金

の

計

算

税

金

の

計

算

そ

の

他

第
三
表

○
こ
の
申
告
書
は
、
二
枚
目
が
控
用
（
複
写
式
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 42 差引所得税額
　32欄に転記した税額から33欄、34欄、35欄、36～38欄、
39～41欄の金額を差し引いた金額（赤字のときは 0）を
書いてください。

 44 再差引所得税額（基準所得税額）
　42欄の金額から「43災害減免額」を差し引いた金額
を書いてください。

 45 復興特別所得税額 、
 46 所得税及び復興特別所得税の額
　44欄の金額に 2.1％を乗じた金額（１円未満の端数を
切り捨てた金額）を45欄に書いてください。
　また、44欄の金額と45欄の金額の合計額を46欄に
書いてください。

 49 源泉徴収税額
　第二表「所得の内訳（所得税及び復興特別所得税
の源泉徴収税額）」の「49源泉徴収税額の合計額」欄
に記載した金額を転記してください（９ページ参
照）。

  50 申告納税額
　46欄の金額から「47～48外国税額控除等」、「49源
泉徴収税額」を差し引いた金額を書いてください。
　黒字の場合　　　100 円未満の端数を切り捨てた

金額（100 円未満のときは 0）を書
きます。

　赤字の場合　　　そのままの金額の頭に△を付し
て書きます。

　「33配当控除」、「35（特定増改築等）住宅借入金等
特別控除」、「36～38政党等寄附金等特別控除」、「39
～41住宅耐震改修特別控除等」などの所得税額から
控除される金額がある場合に書いてください。

❼　第一表の 税金の計算 、 その他 などの箇所を書きます。
○　作成に当たっては、「令和７年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の
24ページから31ページも併せてご覧ください。

❻　第三表の 税金の計算 の箇所を書きます。

「課税される所得金額」の計算

 ⑫欄の金額（赤字の場合は0円）  －  ㉚欄の金額  ＝  A
として

 Aの金額が黒字の場合
　Aの金額を78欄に1，000円未満の端数を切り捨てて書
いてください。
　次に67欄から77欄までの金額を、対応する79欄から85
欄にそれぞれの金額ごとに1，000円未満の端数を切り捨
てて書いてください。

 Aの金額が赤字の場合
　引ききれなかったAの金額については、原則として、
67欄から77欄までの金額から順次差し引いてください。
　次に差し引いた残りの金額を、対応する79欄から85欄
にそれぞれの金額ごとに1，000円未満の端数を切り捨て
て書いてください。ただし、その差し引いた残りの金額
が1，000円未満の場合（赤字の場合も含みます。）は記入
の必要はありません。

　この事例の場合、㉚欄の金額（680，000 円）が⑫欄の金
額（4，930，000円）から引ききれていますから、その残
額である4，250，000円を78欄に書き、69欄の金額は、
1,000円未満の端数を切り捨てて80欄に転記します。

　第一表の 所得金額等「⑫合計」欄に記載した金額（８
ページ参照）と 所得から差し引かれる金額「㉚合計」欄に
記載した金額（10ページ参照）を転記してください。

「税額」の計算

申告書第一表（右部）

転
記
し
ま
す
。

 総合課税の所得金額に対する税額
　30ページの「3（2）総合課税の所得金額に対する税額の計算表」により計算できます。
　この事例では、次のようになります。
　　   課税される所得金額（78欄）    所得税の税率　　　　控除額　　　　　総合課税の所得金額に対する税額
　　　 4,250,000円　   ×　　  0.2    －　 427,500円    ＝　    422,500円 （86欄に書きます。）

 分離課税の所得金額に対する税額
　この事例では、長期譲渡所得（一般分）に該当しますから、所得税の税率は一律15％（他に住民税５％）で
す。
　なお、土地や建物を売却したときの所得税の税率については、31ページの「４ 土地や建物を売却したと
きの税額の計算方法早見表」を参照してください。
　　   課税される所得金額（80欄）    所得税の税率　　　　分離課税の所得金額に対する税額
　　　 45,815,000円　 ×　　  0.15　　 ＝　　6,872,250円 （88欄に書きます。）

 延納の届出
　第一表の「52納める税金」の２分の１以上の
金額を令和８年３月16日(月)までに納付するこ
とにより、その残額を、令和８年６月１日(月)まで
延納することができます。
　なお、延納期間中は利子税がかかります。

申告書第三表（分離課税用）（左下部）

申告書第三表（分離課税用）（右上部）

※　一定の財産については調書への記載が不要となる場合な
どがあります。詳しくは、国税庁ホームページの「財産債
務調書制度に関するお知らせ」及び「国外財産調書制度に
関するお知らせ」をご覧ください。

▷財産債務調書制度に
　関するお知らせ

▷国外財産調書制度に
　関するお知らせ

　　「財産債務調書」・「国外財産調書」の提出について
○　次の１又は２に該当する方は、保有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事
項を記載した「財産債務調書」を、令和８年６月 30日（火）までに、所得税の納税地等の所轄税務署に提
出しなければなりません。

　１ 　確定申告が必要な方又は一定の還付申告書を提出することができる方で、令和７年分の退職所得
を除く各種所得金額の合計額が 2,000 万円を超え、かつ、令和７年 12 月 31 日においてその価額の合
計額が３億円以上の財産又はその価額の合計額が１億円以上の国外転出特例対象財産を有する方

　２　令和７年 12 月 31 日においてその価額の合計額が 10 億円以上の財産を有する居住者の方
○ 　居住者の方（非永住者の方を除きます。）で、令和７年 12 月 31 日においてその価額の合計額が 5,000
万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した
「国外財産調書」を、令和８年６月30日（火）までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければなりません。
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https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm

